
第 3 章 騒 音

第 1 節 騒音 の 現況

1 概 要

騒音 は各種公害の な か で も 日 常生活 に特 に 関係の深 い も の で あ る が , そ の発生源 は多種多様

で あ り , 音量 , 音質 , 発生時間 に よ っ て受 け る 被害 も 異 な る た め , 多数 の苦 情が発生 し て い る 。

昭和 5 2 年度 の公害苦 情件数 1 7 0 件 の う ち騒音苦 情は 3 6 件 ( 2 1 . 2 % ) で あ り 昨年の

4 2 件 に比 し 若干減少 し て い る 。

苦情の 内 容 を発生源別 に見 る と 金属 , 機械 , 木材加工工場等か ら 発生す る 騒音が多 く , ま た

住居地域て は ク ー j ン グ タ ワ ー , ク ー フ 一 等 の モ ー タ ー音が 主要 な発生源 と な っ て い る 。

こ の ほ か特 に 一部地域て は大型 自 動車走行 に伴 う 騒音並 び に飲食店営業 に伴 う カ ラ オ ケ に よ

る 騒音が問題 に な っ て い る が 今後共 自 動車 の保有台数 , 走行量 の 増加 , 車 の 大型化等 に伴 っ

て 自 動車騒音 に よ る 被害発生が増加 す る も の と考 え ら れ る 。

な お 本県 に お い て は , 昭和 5 3 年 3 月 3 1 日 現在 , 環境基準 に係 る 地域の指定 は行 っ て いな

し 、 。

表 4 9 騒音 に 係 る 環境基隼 (昭和 4 6 年 5 月 2 5 日 閣議決定 )

環 境 基 隼

環境基準 は 地域の類型及 び時間 の 区分 ご と に次表 の基準値 の欄 に掲 げ る と お り と す る
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地域 の 類型
時 間 の 区 分

該 当 地 域

昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

A A 45 ホ ン (釦以下 40 ホ ン (A)以下 35 ホ ン (斜以下 環境基準 に係 る 水域及 び地域 の指
定権限の 委任 に 関 す る 政令 (昭和
4 6年政令第 1 5 9 号) 第 2 項の規定
に基 づ き都道府県知事が地域 の区

分 ご と に指定 す る 地域

A 50 ホ ン (A)以下 45 ホ ン (A)以下 40 ホ ン(斜以下

B 60 ホ ン(鰡以下 55 ホ ン(鰡以下 50 ホ ン(斜以下

(注) 1 A A を あ て は め る 地域 は療養施設が集合 し て 設置 さ れ る 地域 な ど と く に 静穏 を要 す る

地域 と す る こ と 。

2 A を あ て は め る 地域 は主 と し て住居 の 用 に供 さ れ る 地域 と す る こ と 。

3 B を あ て は め る 地域 は相 当 数の住居 と 併せ て商業 , 工業等 の 用 に供 さ れ る 地域 と す る

こ と 。

た だ し 次表 に 掲 げ る 地域 に該 当 す る 地域 (以下 r道路 に 面 す る 地域｣ と い う ) に つ

い て は そ の 環境基準 は上表 に よ ら ず次表 の基準値の欄 に掲 げ る と お り と す る
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地 域 の 区 分
時 間 の 区 分

昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

A地域 の う ち 2 車線 を有す る 道路 に 面 す る 地域 5 5 ホ ン(駕以下 50 ホ ン{鰡以下 45 ホ ン仇)以下

A地域 の う ち 2 車線を超 え る 車線を有す る 道路 に
面す る 地域

60 ホ ン (斜以下 55 ホ ン(鷁以下 50 ホ ン (風以下

B地域 の う ち 2 車線以下の車線 を有す る 道路 に 面
す る 地域

65 ホ ン(鰡以下 60 ホ ン毯)以下 55 ホ ン (A乾以下

B 地域 の う ち 2 車線 を超え る 車線を有す る 道路 に
面 す る 地域

65 ホ ン(川以下 65 ホ ン(斜以下 60 ホ ン(斜以下

備考 車線 と は 1 縦列 の 自 動車 が安全 か つ 円滑 に走行す る た め に 必要 な一定の幅員 を有す る 帯状

の車道部分を い う 。

表 5 0 一般的 な 騒音 レ ベル

ホ ン 状 況

1 4 0 極度 の 聴 力 障害

1 3 0 最大可聴限界

1 2 0 飛行機 の エ ン ジ ン の近 く

1 1 0 自 動車 の ク フ ク シ ョ ン , 船 の 機関室 内

1 0 0 高速列車 の 近傍

9 0 組立工場 , や か ま し い 地下鉄

8 0 交通 の は げ し い 交差点

7 0 電話 の ベ ル ( 1 れ )

6 0 会話 ( 1 れ ) , 一般 の 事務室 内

5 0 普通 の 事務室 , 静 か な 住宅地

4 0

3 0

静 か な 図書館

深夜 , フ ジ オ ･ プ レ ビ放送 の ス タ ジ オ 内
2 0 人 の さ さ や き 1

1 0 木 の 葉 の音
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各 種 騒 音 測 定 調 査 結 果

( 1 ) 自 動 車 騒音 澗 査

昭和 5 2 年 6 月 環境週間 ( 6 月 5 日 ~ 1 1 日 ) の 行事の一環 と し て , 鳥取市 5 地点 (鳥取

市東品治町 鳥取駅前 , 同市末広温泉町 : 日 交旅行セ ン タ ー , 同 市川端 1 丁 目 み か ど会館

前 , 同市東町 1 丁 目 鳥取県庁前 , 同 市二階町 2 丁 目 五臓円薬局前) 倉吉市 3 地点 (倉吉

市明治町 : 打吹駅前 , 同市宮川町 : 宮川町 ロ ー タ リ ー , 同 市上井 倉吉駅前) 及 び米子市 5

地点 (米子市明治町 : 米子駅前 , 同市茶町 " 茶町角 , 同市加茂町 1 丁 目 中国電力前 " 同市

東倉吉町 山陰合銀前 , 同市角盤町 2 丁 目 明治生命前) で 自 動車騒音測定を し 併せ て 自 動

車台数 (原付 自 動二輪車以上) を 掘査 し た 。 (表 5 1 )

こ の 捌査 は環境基準の測定法 で行い , そ の 中央値の平均値 で見れ ば , 鳥取市は 6 6 ~ 7 2 ホ

ン (駕, 倉 吉市 6 5 ~ 7 0 ホ ン(N , 米子市 6 8 ~ 7 0 ホ ン(鷁で あ り 倉吉駅前て は 環境基準 に適
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合 し , そ の他 の地点て は 不適合 で あ る が騒音規制法第 1 7 条 に定 め る 指定地域 内 に お け る 自

動車騒音の 限度 と 比較す れ ば , 全地点 と も 限度以下で あ る ま た 昨年 の結果 と 比較 すれ ば ,

自 動車台数 は全体的 に若干増加 し て い る が , 騒音 レ ベル は ほ ぼ同程度 で あ る

表 5 1 環境週間行事に お け る 自 動車騒音測定調査結果

測 定 地 点 名 環境基隼及 び 自 動車騒音 の限度
測 定平 均 値 の 50 年 ~

52 年 度 の 対 比

地区鱒胴
測 定

地 点 名

所 在 地

自 動 車 騒 音
自 動車騒音

(中央値ホ ン囚)

自 動車台数

(台数/ 5 分 )

測 定 値

仲央値ホ簿)
環境基

著中値央

鑄繭 適否環境基準の
自 動車騒音の

限 度

(中央値ホス鰡) 50年度 5 1年度 52年度 50年度 5 1年度 52年度最蝋但

覇涯群直但 平均値

鳥取市(六月六日
鳥取駅前 東 品 治 町 70^) 78 7 2 6 緋以下

くB蹴
X 2車線を こ え る

8 0

7 2 7 0 7 2 7 4 6 8 6 7

日 交旅行セ
ン夕 -前

末広温泉 町 70^) 7 3 7 1 れ7 X パン 7 3 7 0 7 1 1 7 5 1 5 6 1 5 8

みかど会館前 川端 1 丁 目 68 ^) 7 3 7 0 メソ X メソ 7 2 7 0 7 0 9 7 9 6 1 0 7

県 庁 前 東町 1 丁 目 66 ^) 7 0 68 メア X たソ 7 0 6 9 6 8 7 4 1 4 2 1 1 3

五 臓 円

薬 局 前
二階町 2 丁目 65 ′~ 6 8 66 メソ X 2 車線

7 5
7 0 6 6 6 6 6 1 6 6 6 5

企ハ月九･十日)
倉吉市

打吹駅前 明 治 町 6 8 () 7 2 7 0 メソ X
乙ソ

6 9 6 7 7 0 5 6 6 9 6 1

宮川町 ロ ー

タ リ ー
宮 川 町 69~ 7 1 69 メソ X 2車線を こ え る

8 0
69 6 9 6 9 1 2 2 1 2 7 1 4 2

倉吉駅前 上 井 64 【) 67 65 たソ ○
メソ

6 7 6 5 6 5 5 1 5 3 5 4

米子市̂六月八･九日
米子駅前 明 治 町 66 ^) 70 68 たソ X

れソ

7 0 69 6 8 1 0 8 1 0 5 1 1 5

茶 町 角 茶 町 66~ 7 1 6 9 んソ X 2車線

7 5

7 1 6 8 6 9 8 0 7 3 8 5

中国電力前 加茂町 1 丁目 69 ^) 7 2 70 メソ X 2 車線を こ え る

8 0
7 2 7 1 7 0 1 26 1 5 3 1 7 2

山陰合銀前 東 倉 吉 町 69 ^) 7 2 70 れソ X んソ 7 0 7 0 7 0 1 8 0 1 4 3 1 6 4

明治生命前 角盤町 2 丁目 67 ^) 7 2 70 んソ X
れソ

7 1 7 1 7 0 1 7 0 1 5 9 1 4 9

(注) 測定値は午前 8 時か ら午後 4 時 ま で の 2 時間 お き 5 回 の測定 。
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( 2 ) 環境騒音実態調査

昭和 5 2 年度中 , 騒音規制法 に 基 づ く 地域指定 を行 っ て い る 4 市 ( 3 2 地点) て 実施 し た

澗査結果 は表 5 2 の と お り で あ る 。

調査結果 を み る と , 環境基準 A に相 当 す る 地域 (主 と し て住居 の 用 に 供 さ れ る 地域) は適 、

合 し て い な い と い え る 。 反 面環境基準 B に 相 当 す る 地域 (相 当 数 の 住居 と 併せ て 商業 , 工業 尺

等 の 用 に 供 さ れ る 地域) て は , ほ と ん ど適合 し て い る 。 又 , こ れ を道路 に 面 す る 地域 , 面 さ "
　

な い 地域 で み て も , 道路 に 面 す る 地域 で の環境基準適合が悪い 。 央

な お 騒音規制法第 1 7 条 に 定 め る 指定地域内 に お け る 自 動車騒音 の 限度 と 比較 す る と 、

は と ん と 全地点 と も 限度以下 で あ る 。

　 　
ね (
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表 5 2 昭 和 5 2 年度 環境騒音 実態調査結果

測 定 場 所 名

地 区

触り定年月 日 )

測 定 場 所 名 所 在 地 面 す る 道 路 名 車線数
鳥

取 占
十

市 合

市 立 修 立 小 学 校 前 吉 方 町 国 道 2 9 号 線 2

グ フ ン ト んソ

旧 中 央 病 院 前 吉 方 温 泉 町 県 道 福 部 鳥 取 線 l 2

と し の 家 旅 館 前 末 広 温 泉 町

喫 茶 店 ｢ ポ - - 一 別 田 園 町 国 道 2 9 号 線 l 2 <

〃 畏 パン

旧 鳥 取 ボ ウ ル 副 天 神 町 国 道 5 3 号 線 2 <

市 立 病 院 裏 幸 町

倉 午

士 月

五

市 土
ノ 、

日

八 幡 町 入 口 八 幡 町 県道福 本打 吹停車場 線 l 2

" 一 角 メソ

倉 吉 信 用 金 庫 前 大 正 町 国 道 3 1 3 号 線 I 2

" 裏 んソ

公 園 前 研 屋 町 市道 明 治町 ･ 中 野 町 線 I 2

光 明 寺 内 メソ

翌 正 寺 前 河 原 町 国 道 3 1 3 号 線 2

善 正 寺 前 入 5 0 れ ズソ

米 (

縣 百
奉 蓄

市 年 学

合＼/

西 部 生 協 上 後 藤 店 前 上 後 藤 市 道 外 浜 街 道 線 l 2

後 藤 ケ 丘 中 学 校 校 庭 イン
｢

義 方 小 学 校 前 立 町 県鑓米子港後藤停車場線 " 2 <

旧 日 本 レ ー ヨ ン 跡

米 子 電 報 電 話 局 前

三 旗 町

角 盤 町 市道 電 報 電 話 局 前 線 l 2

四 日 市 町 一 角 四 日 市 町

ク イ ー ン ホ ー ル 前 東 福 原 国 道 9 号 線 1 2 <
米 子 国 際 サ ウ ナ 横 れソ

(駝群秒境港市
椎 野 商 店 横 外 江 町 県 道 彦 名 ･ 境 港 線 l 2

中 尾 石 油 店 前 イン

浜 田 パ ー マ 別 馬 場 崎 町 市 道 樋 ノ 上 川 線 I 2 <

光 祐 寺 内 メソ

西 部 生 協 境 巷 支 店 前 東 本 町 県 道 境 港 線 I 2

旧 船 員 保 険 寮 畏 メソ

鳥 取 銀 行 境 港 支 店 横 上 道 町 主 要地方 道 米子 . 境 線 l 2 <
丸 神 海 産 裏 " - ナ ノ ノ “

環 境 騒 音 交 通 量 (台ゐ分 環 境 基 準 及 び 自 動 車 騒 音 の 限 度
ヰ 央 値 ホ ン (A)

朝 昼間 夕 夜間
環 境 基 隼 値

環 境 基 準

の 適bり 否 (× )

自 動車騒音 の限度

朝 昼間 夕 夜間 騙 中郷蓮ン仇以下
繊

中央値 ホ メ鰡
昼 柁 朝 夕 夜 間 朝 昼 間 夕 夜 間 昼間 糊 夕 観謂

6 7 6 9 6 9 5 9 1 2 6 9 4 8 9 1 A 5 5 5 0 4 5 X X X X 2 7 o ! 6 5 5
4 3 4 5 3 7 3 7 イン 印 4 5 4 0 ○ ○ ○ ○ メソ

-

6 4 6 5 5 6 5 7 5 8 わ5 - 5 7 れ 9 B 6 5 6 0 5 5 X ○ ○ X 3 7 5 - 7 o i 64 5 4 6 3 5 3 8 イン 60 5 5 5 0 ○ ○ ○ ○ メソ

6 2 7 1 6 6 5 7 2 8 , 熊 田6 れ6 んツ 6 5 6 5 6 0 ○ X X ○ メソ

8 o i 7 5 ! 64 5 4 8 4 0 4 0 A 5 0 4 5 4 0 ○ ○ ○ ○ 2

6 5 6 8 6 8 5 5 5 5 l 1 1 o ′ 9 1 - 2 o メソ 6 5 6 5 6 0 ○ X X ○ 3 8 o f 7 6 l 64 3 4 8 4 2 4 3
･

メソ 6 0 5 5 5 0 ○ ○ ○ ○ れソ

5 1 5 3 4 7 3 7 7 ね 2 , 8 - 2 A 5 5 5 0 4 5 X ○ ○ ○ 2 7 o 1 6 5 ! 5 53 8 3 9 3 7 3 6
･

‘ソ 5 0 4 5 4 0 ○ ○ ○ ○ メツ

7 5 6 5 5 9 4 3 5 9 l 7 o l 2 9 - 8 B 6 5 6 0 5 5 X ○ ○ ○ 3 7 5 - 7 o l 6 55 2 4 7 4 0 3 3 たソ 6 0 5 5 5 0 ○ ○ ○ ○ バン

5 0 5 2 3 9 3 5 4 i 8 - 2 l o たソ 6 5 6 0 5 5 ○ ○ ○ ○ れソ 7 5 ! 7 o i 6 5
4 5 4 3 3 5 3 4 メソ 6 0 5 5 5 0 ○ ○ ○ ○ 乙ソ

6 8 5 9 6 5 4 5 3 9 l 3 0 l 2 9 - 8 たソ 6 5 6 0 5 5 X ○ X ○ イン

7 5 1 7 o ! 6 55 1 4 4 3 9 3 3 A 5 0 4 5 4 0 X ○ ○ ○ 2

5 6 6 7 5 9 5 2 2 7 ! 6 7 - 4 o ね 5 A 5 5 5 0 4 5 X X X X 2 7 0 ! 6 5 i 5 55 1 4 7 3 9 4 0 ズソ 5 0 4 5 4 0 X ○ ○ ○ 4ソ

5 6 6 8 6 3 4 9 1 3 L 7 3 - 5 8 れ 1 B 6 5 6 5 6 0 ○ X ○ ○ 3 8 0 1 7 5 , 言
4 4 4 6 4 1 4 2 A 5 5 5 0 4 5 ○ ○ ○ ○ 2

7 5 1 7 0 !冨
5 9 6 4 6 3 5 5 6 I 2 9 f 1 5 I 6 B 6 5 6 0 5 5 ○ ○ X ○ 3

5 6 5 3 4 8 4 7 れソ 6 0 5 5 5 0 X ○ ○ ○ れソ

7 2 7 7 7 8 6 3 6 4 l 蹴 れ ー 3 l 2 3 んァ 6 5 6 5 6 0 X X X X たソ

8 o , 7 5 l 6 55 1 5 5 5 3 5 0 メソ 6 0 5 5 5 0 ○ ○ ○ ○ たソ

5 0 5 4 5 2 44 1 6 を4 れ 5 { 9 A 5 5 5 0 4 5 ○ ○ X ○ 2 7 o , 6 5 ! 5 5
4 4 4 7 4 0 4 0 ““ 5 0 4 5 4 0 ○ ○ ○ ○ メソ

5 1 5 3 4 3 4 1 1 2 れ 1 i 1 o f 4 メア 6 0 5 5 5 0 ○ ○ ○ ○ メソ

7 5 ト 7 0 ! 6 04 4 4 5 3 9 3 9

-

メソ 5 0 4 5 4 0 ○ ○ ○ ○ んツ

･

44

上
53 4 8 1 3 お3 i 2 6 r 8 B 6 5 6 0 5 5 ○ ○ ○ ○ 3 7 5 1 7 0 ! 6 54 1 4 7 3 6 3 6 A 5 0 4 5 4 0 ○ ○ ○ ○ 2

5 7 6 3 5 8 4 8 2 1 T 5 8 ! 3 8 - 1 0 B 6 5 6 5 6 0 ○ ○ ○ ○ 3 8 o f 7 5 , 6 54 7 5 0 4 2 3 9 " 6 0 5 5 5 0 ○ ○ ○ ○ イン

(住) 時間 区分 (昼間 午前 8 時~午前 7 時 , 朝夕 : 午前 6 時~午前 8 時 と 午後 7 時~午後 1 0 時 , 夜間 : 午後 1 0 時~翌 日 の 午前 6 時)
測定時間 (午前 5 時 , 7 時 , 1 0 時 , 午後 4 時 , 7 時 , 1 0 時以降 の 計 6 回 / 日 ) の 各時間 区分 の平均値 。
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騒音 の 防止対策第 2 節

1 法 ･ 条 例 に よ る 規 制

( 1 ) 騒音規制法

騒音規制法 て は , 当 初人 口 約 1 0 万人以上の市街地 に つ い て工場騒音 を規制 す る 地域を指

定 す る こ と と さ れ て い た た め , 本県 に お い て は 昭和 4 4 年 8 月 , 鳥取市 , 米子市の 旧都市計

画法 に基 づ く 旧用途地域 を騒音規制地域 と し て い た か , 昭 和 4 5 年 1 2 月 , 法 の 一部改正 に

よ り , 人 口 規模 と は 関係 な く 地域指定 が で き る こ と , 特定建設作業騒音 の規制か加 え ら れ た

こ と に よ り , 昭和 4 6 年 6 月 従来の地域 を そ の ま ま 工場騒音 , 建設作業騒音 , 自 動車騒音 の

限度 の規制地域 と し て告示 し た 。

そ の後 , 昭和 4 8 年 1 2 月 告示 さ れ た新用途地域 に つ い て険 。寸 を行 い , 昭和 4 9 年 9 月 1 7

日 鳥取県告示第 7 7 8 号 で新 し い 騒音新規制地域 を指定告示 し た 。 又 , 倉吉市 , 境港市 に つ

い て は , 昭 和 5 0 年 5 月 3 0 日 鳥取県告示第 4 7 6 号 で規制地域 を新指定 し告示 し た 。

1 . 特定工場等 に お い て発生 す る 騒音及 ひ特定建設作業 に伴 っ て発生す る 騒音 に つ い て規制

す る 地域並 ひ に法第 1 7 条 に係 る 地域

鳥取市 , 米子市 , 倉吉市 , 境港市の 区域 の都市計画用途地域

( た だ し , 米子市の両三柳地区 , 境港市 の福定町 , 高松町 , 新屋町 , 森岡町 , 西森岡 , 東

森岡 , 三軒屋の 一部地域 に つ い て は 用 途地域外 て は あ る か騒音防止上規制か必要 な地

域 と し て指名 。 )

備考 鳥取市都市計画 用途地域

(昭和 4 8 年 1 2 月 2 5 日 鳥取県告示第 1 0 4 1 号)

米子市都市計画 用途地域

(昭和 4 8 年 1 2 月 2 5 日 鳥取県告示第 1 0 4 0 号 )

境港市都市計画用途地域

(昭和 4 8年 1 2 月 2 5 日 鳥取県告示第 1 0 4 1 号 )

倉吉市都市計画用途地域

く昭和 5 0 年 3 月 3 1 日 鳥取県告示第 2 1 号 )

川
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2 特定工場等 に お い て発生 す る 騒音 に つ い て の 規制基隼

区域 区分
＼＼＼ 時間 の
、＼＼、

＼＼＼の 区分

昼 間

午 前 8 時 か ら ＼

午後 7 時 ま で /

朝 夕

/午前 6 時か ら午前 8 時ま で 、

、午後 7 時か ら午後 1 0時 ま で /

夜 間

午後 1 0 時か ら ＼

翌 日 の午前 6 時 ま て ノ

第 1 区 域 5 0 ホ ン 4 5 ホ ン 4 5 ホ ン

第 2 区域 6 0 ホ ン 5 0 ホ ン 4 5 ホ ン

第 3 区 域 6 5 ホ ン 6 5 ホ ン 5 0 ホ ン

第 4 区 域 7 0 ホ ン 7 0 ホ ン 6 5 ホ ン

[基隼値 は特定工場等 (騒音規制法施行令別表第 1 に定 め る 施設 を 設置 す る 工場 ･ 事業
場) に お い て発生 す る 騒音 の特定工場等の敷地の境界線上 に お け る 大 き さ 。 ]

(参考) 騒音規制 の 区域 の 区分 と 用 途地域の 関係

騒音規制法 に 基 づ く 工場騒音規制 の 区域 の 区分
都市計画法に基づ く 用途地域の区分

用 途 地 域

第 1 種 区 域

良好な住居の環境を保全す る た め , 特 に静穏の保持を必要 と す る 区域。

第 1 種 住 居 専 用 地 域

第 2 種 住 居 専 用 地 域

第 2 種 区 域
住居の用 に供 さ れ て い る た め静穏の保持を必要 と す る 区域 。

第 2 種 住 居 専 用 地 域

住 居 地 域

第 3 種 区 域

住居の用 に あ わせて商業工業等の用 に供 さ れて い る 区域で あ っ て ,
そ の 区域内 の住民の生活環境を保全す る た め騒音の発生を防止す る
必要が あ る 区域 。

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

凖 工 業 地 域

第 4 種 区 域

主 と し て工業等の用 に供 さ れて い る 区域て あ っ て , そ の 区域内 の住
民の生活環境を悪化 さ せ な い た め , 著 し い騒音の発生を防止す る 必

要か あ る 区域 。

工 業 地 域

指 定 地 域 か ら 除 外 工 業 専 用 地 域

(境港市 に は , 第 1 種 区域の 該 当 区域 は な い 。)
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3 特定建設作業 の騒音 の規制基隼

紙
① く い打機

( も ん け ん を
除 く 泳 い打機
又は く い打機を
使用 す る作業
僻刃鼓びァ
ス オーガーを併
用す る作業を除
く 0)

② ひ ょ う 打機
を使用 す る作

業。

③さ く 岩機を使
用 す る作業 ( 1
日 5 0 れ以上移
動す る作業を除
く 。 )

④空気圧縮機
(電動で な く 出
カ ー 5癈2あ
さ く 岩機併用 の
場合を除 く 。)

⑤ コ ン ク グ ー ト
ブ フ ン ト (容量
04 5#以上) 又
は ア ス フ ァ ル ト
プ ラ ン ト (容量
200 k或以上) を
設け て行 う 作業

(モル タ ル製造

す る場合を除 く>
適用除外

作業場所の敷
地境界線か ら
30佛の地点 に
お け る騒音

8 5 ホ ン を

こ え な い こ と

8 0 ホ ン を

こ え な い こ と

7 5 ホ ン を

こ え な い こ と

7 5 ホ ン を

こ え な い こ と

7 5 ホ ン を

こ え な い こ と

作業禁止

の時間帯

1 の

区域

午後 午前

7 時~ 7 時

午後 午前

7 時~ 7 時

午後 午前

9 時~ 6 時

午後 午前

9 時~ 6 時

午後 午前

9 時~ 6 時 乗務端常讓食浜

蓬邊讓
許可の夜間指定

2 の

区域

午後 午前

1 0 時~ 6 時

午後 午前

1 0時~ 6 時

午後 午前

1 0時~ 6 時

午後 午前

1 0時~ 6 時

午後 午前

1 0時~ 6 時

作業時間
の長さの
制 限

1 の

区域
1 日 1 0時間 1 日 1 0時間 1 日 1 0時間 1 日 1 0時間 1 日 1 0時間

1 日 で完了 す る 作

兆峯鼾霜脇
止

2 の

区域
1 日 1 4時間 1 日 1 4時間 1 日 1 4時間 1 日 1 4時間 1 日 1 4時間

連続 して

鮮黍
き る 日数

1 の

鬚
6 日 間以 内 6 日 間以 内 6 日 間以内

1 ケ 月 以 内 1 ケ 月 以 内
癪生群讓防
止2 ケ 月 以 内 2 ケ 月 以 内

作業 を ! 日 曜 日
魅 す る 日 I そ の他の休 日

/ 一 …

i

日 曜 日

そ の他の休 日

日 曜 日

そ の他 の休 日

日 曜 日

そ の他の休 日

日 曜 日

そ の他の休 日 袋讓箋
備考 1 の 区域 住居区域 , 商業区域及 び凖工業区域

2 の 区域 1 の 区域以外の 区域 (工業専用地域を除 く )

4 騒音規制法第 1 7 条第 1 項 の 規定 に基 づ く 指定地域内 に お け る 自 動車騒音の 限度

時 間 の 区 分

居 間 朝 ･ 夕 夜 間
区 域 の 区 分

第 1 種区域の う ち 1 車線を有す る 道路に面す る 区域 5 5 ホ ン 5 0 ホ ン 4 5 ホ ン

2 第 2 種区域の う ち 1 車線を有す る道路 に面す る 区域 6 0 ホ ン 5 5 ホ ン 5 0 ホ ン

3 第 1 種区域及び第 2 種区域の う ち 2 車線を有す る 道路 に面す る 区域 7 0 ホ ン 6 5 ホ ン 5 5 ホ ン

4 翻夢讓及び第 2 種区域の う ち 2 疵 こ え る 既 を す る 路 に 7 5 ホ ン 7 0 ホ ン 6 0 ホ ン
5 第 3 種区域及 び第 4 種区域の う ち 1 車線を有す る 道路 に面す る 区域 7 0 ホ ン 6 5 ホ ン 6 0 ホ ン

6 第 3 種区域及 ひ第 4 種区域の う ち 2 車線を有す る道路 に面 す る 区域 7 5 ホ ン 7 0 ホ ン 6 5 ホ ン

7 盤勢讓及び第 4 種区域の う ち 2 車線を こ え る 車線を有す る 道路 に 8 0 ホ ン 7 5 ホ ン 6 5 寸 ン
- 7 8 -



( 2 ) 鳥取県公害防止条例

近時 , ビル等 の 増加 に伴 い 冷房 用 の ク ー j ン グ タ ワ ー の 騒音 が問題 と な っ て い る が こ れ

を条例 に よ り 騒音関係特定施設 (表 5 3 ) と し , 昭和 4 7 年 4 月 1 日 か ら 規制 を行 っ て お り

規制地域及 び規制基隼 は騒音規制法 に隼拠 し て い る 。

表 5 3 鳥取県公害防止条例 に よ る 騒音関係特定施設の規模

施 設 名 規 模

送風機の原動機の定格 出 力 が 0. 7 5 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。ク ー ノ ン グタ ワ ー

又 , 深夜 の 静穏 を保持 す る た め , 全県下の工場 , 事業場の す べて の 事業活動 に伴 う 深夜

(午前 1 0時か ら 翌 日 の 午前 6 時 ま で ) の 騒音を昭和 4 7 年 4 月 1 日 か ら 規制 し て い る 。 事業

活動 す な わ ち , 物 の 製造 , 加工に 伴 っ て発生 す る 騒音の ほ か 例 え ば飲食店 を営 む こ と に よ

っ て発生 す る 音楽放送 , バ ン ド 演奏及 び き ょ う 声 な ど の騒音 も 含 め て規制 を行 っ て い る

表 5 4 鳥取県公害防止条例 に よ る 深夜騒音 の規制基隼

区 域 の 区 分 基 隼 値

L 髓麹難讓第 1 項 の規定 に基 づ い て指定 さ れ た第 3 種区域及 び知事が 5 0 ホ ン

2 ‐ 騙聽難鼾第 1 項の 規定 に基 づ い て指定 さ れ た第 4 種区域及 び知事が 6 5 ホ ン

3 1 及 ひ 2 に 掲 げ る 区域以外 の 区域 。 4 5 ホ ン

川

2 特 定 施 設 等 の 届 出 状 況

( 1 ) 騒音規制法 に よ る 特定施設の 届 出数

表 5 5 特定施設 の種類別届 出 数
(昭和 5 3 年 3 月 末現在)

種町＼＼＼ 市 名 鳥取 市 米 子 市 倉 吉 市 境 港 市 譜

1 金 属 加 工 機 械 1 7 1 9 9 6 6 1 7 3 5 3

2 空 気 圧 縮 機 等 2 1 3 6 6 8 6 5 0 4 1 5

3 土 石 用 破 砕 機 等 1 3 2 1 5

4 織 機

5 建 設 用 資 材 製 造 機 械 2 6 3 1 1

6 穀 物 用 製 粉 械
ー

7 木 材 加 工 機 械 5 4 1 3 2 5 0 6 、 2 4 2

8 抄 紙 機 1 1

9 印 刷 機 械 1 0 4 7 6 2 9 2 0 9

10 合 成 樹 脂 用 射 出 成 形 機 1 0 1 0 2 0

1 1 鋳 型 造 形 機 2 1 1 1 3

計 5 7 0 3 9 0 2 4 4 7 5 1 , 2 7 9

届 出 工場 事 業 所 9 9 8 9 4 0 1 7 2 4 5
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( 2 ) 騒音規制法 に よ る 特定建設作業 の届 出数

表 5 6 特定建設作業 の 種類別届 出数 (昭和 5 2 年度中 )
種 類＼＼＼＼ 市 名 鳥 取 市 米 子 市 倉 吉 市 境 港 市 討

1 く い 打 機等 を 使用 す る 作業 1 2 1 7 1 3 4 2

2 ひ ょ う 打 機 を使用 す る 作業

-

3 さ く 岩機 を 使 用 す る 作 業 1 1 1 7 2 8

4 空 気圧縮 機 を使用 す る 作業 1 2 4 7

5 コ ン ク ノ ー ト ブ フ ン ト 等 を
設 け て 行 う 作 業

3 3

司 2 4 3 6 1 7 3 8 0

( 3 ) 鳥取県公害防止条例 に よ る 騒音関係特定施設届 出数

表 5 7 騒音関係特定施設届 出数

(昭 和 5 3 年 3 月 末現在)

施 没 名＼＼、＼＼ 市 名 鳥 取 市 米 子 市 倉 吉 市 境 港 市 計

ク ー ノ ン グ タ ワ ー 1 7 3 1 2 9 2 3 1 4 3 3 9

届 出 事 業 場 1 0 5 8 6 1 1 1 0 2 1 2

一 8 0 -



第 4 章 振 動 の 現 況

第 1 節 振動 の 現況
1 概 要 ; ,

　 　 　 　 　
振動 は 騒音 と 同様 に感覚的 , か つ , 心理的 な要素 が あ り , 不 快感や気分 が イ フ イ フ す る 等

の被害 を与 え , ま た , 振動 が大 き か っ た り , 発生源が近接 し て い る 場合 は 壁 , タ イ ル 等 の ヒ

ビ割 れ , 屋根 ガ ワ フ の ズ レ 等 の物的被害 を生 じ る 。

昭和 5 2 年度 の 公害苦 情件数 1 7 0 件 の う ち振動苦 情 は 1 件 ( 0 6 % ) て あ り 昨年の 6 件に

比 し減少 し て い る o

振動 の規制 に 関 し て は , 振動規制法 が 昭和 5 1 年 6 月 1 0 日 付法第 6 4 号で 公布 さ れ , 同年 1 2

月 1 日 か ら 施行 さ れ た こ と に 伴 い 昭和 5 3 年 6 月 を 目 標 に県下 4 市 (鳥取市 , 米子市 , 倉吉

市 , 境港市) を地域指定 す べ く 作業 を進 め て い る

表 5 8 地震 と 振動 レ ベル

気 象 庁 震 度 階 級 ( 1 9 4 9 年 )

0 無感 触o f e e l l n g )

人体 に感 じ な い で地震計 に 。己録 さ れ る 程度

加速度 0 8 g a l ( 5 5 d B) 以下

I 微震 卷 1 1 g h t )

静止 し て い る 人 や , 特 に地震 に注意深い 人 だ け に感ず る 程度 の地震

0 8 ~ 2 . 5 g a l ( 5 5 ~ 6 5 d B)

n 軽震 ( We a k)

大 せ い の人 に感 す る 程度 の も の て , 戸 障子か わ す か に動 く の か わ か る く ら い の 地震

2 5 ~ 8 0 g a l ( 6 5 ~ 7 5 d B)

m 弱震 眼a t h e r S t r o n g )

家屋が ゆ れ , 戸 障子か ガ タ ガ タ と 鳴動 し , 電灯 の よ う な つ り 下 げ物 は 相 当 ゆ れ 器 内 の 水
面 の動 く の が わ か る 程度 の地震

8 0 ~ 2 5 0 g a l ( 7 5 ~ 8 5 d B)

田 中 震 ( S t r o n g )

家屋 の振動 が激 し く , す わ り の 悪い 花 ひ ん な ど は 倒 れ , 器 内 の 水 は あ ふ れ 出 る ま た 歩

い て い る 人 に も 感 じ ら れ , 多 く の 人 々 は 戸外 に飛 ひ 出 す程度 の 地震

2 5 0 ~ 8 0 0 g a l ( 8 5 ~ 9 5 d B)

V 強農 科e r y S t r o n g )

壁 に 割 目 か は い り , 墓石 石 ど う ろ つ が倒 れ た り 煙突 , 石垣 な ど が破損 す る 程度 の 地震
8 0 0 ~ 2 5 0 0 g a l ( 9 5 ~ 1 0 5 d B)

切 烈震 ( D 1 s a s t r o u s )

家屋 の倒壊 は 3 0 % 以下 て 山 く ず れ が起 き 地割 れ を生 じ 多 く の 人 々 は す わ っ て い る こ と

が て き な い 程度 の 地震

2 5 0 0 ~ 4 0 0 0 g a l ( 1 0 5 ~ 1 1 o d B)

W . 激震 ( Ve r y D 1 s a s t r o u s )

家屋 の倒壊が 3 0 % 以 上 に お よ ひ , 山 く ず れ , 地割 れ , 断層 な ど を生 ず る
4 0 0 0 g a l ( 1 1 o d B) 以上

- 8 1 -

、
.
.
･
･
.

･
“'

‐‐



及 び敷地境界線 で振動測定 し た 。 特定施設か ら 5 れ地点 で は 鍛造機が最大 で 7 5 ~ 8 5 デ シ; 2 振 動 規 制 実 態 調 査 結 果

振動規制法 に基 づ く 規制地域 の指定及 ひ規制基隼 の 設定 を行 う た め , 昭和 5 2 年 8 月 ~ 1 0 ベル (以下 d B で表 す 。 ) 平均値 8 0 d B , 次 い で鋳型造型機 6 4 ~ 7 2 d B (平均値 6 8 d 助
月 , 県下 4 市 (鳥取市 , 米子市 , 倉吉 市 , 境港市) に お い て , 振動 の現況及 ひ都市計画 の 用 途 ド フ ム バー カ ~ 6 0 ~ 7 4 d B (平均値 6 7 d 助 , チ ン パー 6 3 ~ 6 6 d B (平均値 6 5 d B ) の

せ 、 区分等 と の 関連 を錮査 し た が そ の結果 は表 59 ~ 表 6 1 の と お り で あ る 順 て , 最小濾 印刷機械で 4 3 ~ 5 4 d B (平均値 5 0 d B ) で あ た
襲ミ‘なき ( リ エ場 ‐ 事業場振動

測定結果 を見 る と 表 5 9 の と お り 特定施設 1 2 種類 4 2 施設 を特定施設 か ら 5 れ 1 0 伽

表 5 9 特定施設 別振動 側定結果

区 分 液圧プレス 機械プレス せん断機 鍛造機 圧縮機

凋査施設数
鳥 取 市 2 ,1･鷹･ 2 1･具 2

倉 吉 市 T具 T-』‐ ず鼻 ･TA

米 子 市 14 3 11一 2

境 港 市 1 - 1 2 11

計 4 I 4 8 3 5

澗査地点
特定施設か ら 5 れ

( デ シ ベ ル )

4 1 ~ 5 9

( 5 1 )

5 2 【) 6 7

( 5 8 )

5 6 () 6 6

( 6 2 )

7 5 () 8 5

( 8 0 )

4 8 () 6 4

( 5 5 )

特定施設か ら 1 0 伽

( デ シ ベル )

4 0 ^) 5 9

( 4 9 )

4 5 () 6 0

( 5 2 )

4 9 () 6 4

( 5 7 )

7 2 ^) 8 3

( 7 6 )

4 3 ~ 6 1

( 5 0 )

敷 地 境 界 線

( ブ シ ベル )

特定施設か ら の距離
筋)

4 0 ^) 5 5

( 4 7 )

5 ^) 2 6

4 6 【) 5 1

( 4 9 )

7 () 3 5

4 8 () 7 0

( 6 1 )

1 ^} 1 5

6 0 ^) 7 3

( 6 5 )

2 ^) 2 0

2 5 () 5 9

( 4 7 )

2 5 () 8 0

公 称 能 力

オ ひ れ

3 0 0^)2 ,0 0 0

ず

9 ~ 8 0

kw

2 2 () 3 7

オ

1 ~ 8 0

鰡

5 5 (] 3 0 0

往 ( ) は平均値

- 8 2 -
- 8 3 -

フ ロ i 麿
ロ ン クン トゴー
冬 フ ー 砕
う ま 機 トフムバーカー チッ。 印刷機械

射 合

出 成

成 樹

形 脂

機 用 鋳型造型機
T上 ◆･量- ‘ ｣1盛一 14 1上

14 1 1 2

1L- 14 1 す上 14

′ ｣1J- 2

2

5 2 ^) 7 1

( 6 2 )

1･I- 2 4 5 2 2

6 1 6 0 () 7 4

( 6 7 )

6 3 ^) 6 6

( 6 5 )

4 3 ~ 5 4

( 5 0 )

4 9 ~ 5 3

( 5 1 )

6 4 () 7 2

( 6 8 )

5 4 () 6 0

( 5 7 )

6 0 5 6 ^) 6 4

( 6 0 )

5 4 ~ 6 1

( 5 8 )

4 0 【) 5 0

( 4 5 )

4 0 ^) 4 9

( 4 5 )

5 4 【) 6 0

( 5 7 )

5 0 () 5 4

( 5 2 )

1 5 (し 2 0

5 6

2 0

6 4

1 0

5 5 () 6 0

( 5 7 )

1 0 【一 1 5

4 0 {) 5 4

( 5 0 )

2 【) 1 0

4 8 ^) 5 2

( 5 0 )

1 ^) 1 2

5 4 () 6 0

( 5 7 )

1 0

鰡

4 4~ 7 7

鰡

3 0

鰡

5 5 ^) 1 5 0

鰡

3 7 5 ^) 3 7 5

kW

2 . 2 ^) 5 . 5

締めつ け圧力

1 3~ 3 0 r o “

ジ ョル ト容力

3 0 0擬し頑



( 2 ) 建設作業振動

建設作業振動測定 に つ い て は , 昭和 5 2 年 8 月 か ら 1 0 月 の 間 に 4 市 内 で行わ れ た建設作

業振動 を 測定 し た 。

測定結 果 を見 る と , 表 6 0 の と お り 〈 い 打 9 作業 , 矢板打 2 作業 , 計 1 1 建設作業 を作業

地点か ら 1 0 伽 , 2 0 筋及 び敷地境界線 て測定 し た 。 く い打作業振動 は土質及 び工法 に よ っ

て異 な る が 1 0 れ地点 て 5 6 ~ 7 4 d B , 2 0 佛地点で 5 7 ~ 7 1 d B , 敷地境界線で は 5 7

~ 6 8 d B て あ っ た 。 ま た , 矢板打 に つ い て は , 1 0 爲地点 で 7 7 ~ 8 3 d B , 2 0 れ地点 で 6 5

~ 7 5 d B , 敷地境界線で は 6 9~8 6 d B と か な り 高 い値 で あ っ た 。

( 3 ) 道路交通振動

道路交通振動測定 に つ い て は , 昭和 5 2 年 8 月 ~ 9 月 に 交通量 の 多 い と 思 われ る 幹線道路

沿 , 鳥取市 8 地区 , 倉吉市 4 地区 , 米子市 6 地区 , 境港市 4 地区 計 4 市 2 2 地 区 を選定 し,

そ れ そ れ の 道路 に 直交 す る 直線上で道路 の敷地境界線か ら 0 れ , 5 霧 , 1 0 爲 の地点で , 5

時 , 7 時 , 1 0 時 , 1 2 時 , 1 4 時 , 1 6 時 , 1 9 時 , 2 2 時 の時間 区分 で測定 を し , 併せ て

通過 自 動車台数 と 大型車台数の 計測 を実施 し た 。 (表 6 1 )

測定結果 を見 る と , 道路境界線直線上で の最小~最大 は 0 れ地点で 2 2 ~ 5 8 d B , (平

均値 4 4 d B) , 5 筋地点 で 2 6 ~ 5 6 d B (平均値 4 3 d B) , 1 0 伽地点で 2 4 ~ 5 6 d B ( 平

均値 4 2 d B) て あ っ た p ま た 時間区分 て の最大 は , 0 觴地点 て 1 6 時の 3 7 ~ 5 7 d B ( 平 均

5 0 d B) 次 い で 1 0 時 の 3 5 ~ 5 8 d B (平均値 4 8 d B) で あ っ た 併せ て側定 し た 自 動車

台数 て は 1 0 時の 6 9 ~ 5 2 7 台 (平均 2 6 2 台 ) , 1 6 時 の 7 6 ~ 5 4 3 台 (平均 2 4 4 台 ) の

順 て は あ っ た が 道路交通振動 の場合交通量の 多少に か か わ ら ず , 路面 の状況 (舗装 の状態 ,

地盤 の軟弱等 〕 あ る い は交通状態 ( フ ッ シ ュ 時の停滞 通過車種等) に起因 す る と 考 え ら れ る

表 6 0 建設作業振動測定結果

凋 査地域 名
建 設

作業名
く い の直径 く いの 長さ フ ム の 重量

ピッ クア ソ プ

の設置条件

振 動 レ ベ ル ( d B )

1 0 弼 2 0 筋

鳥 取 市 浜 坂

" 富 安

" 松 並 町

倉 吉 市 厳 城

" 上 井

" 伊 木

米 子 市 東 町

" 皆 生

" 青 木

鳥 取 市 田 島

米 子 市 安 倍

く い打機

く い打機

く い打機

く い打機

く い打機

く い打機

く い打機

く い打機

く い打機

く い打機

く い打機

3 1 8 雁銘記

3 0 0 "!!“

5 0 8 "茂れ

5 0 0 硴褶

3 0 0 "Z名花

4 0 0 薙刀乃

3 5 0 加配

5 0 0 幻加

3 5 0 刀翔

矢板幅400 伽

矢板幅400 伽

9 爲

2 0 碗

3 9 5 れ

1 5 伽

1 8 烈

2 0 爲

1 5 伽

1 8 碗

1 1 れ

7 , 5 仇

1 0 伽

5 オ o “

2 5 ず o “

3 .5 # o "

TA I P工法

25 # o "

35 # o "

25 # o "

4 ず o れ

25 # o れ

ノ Yプレ 角 わ れ
ノ 、メ ブレ タ2 ず 。 れ

土

アスフ ァル ト

土

土

土

土

土

土

土

アスフ ァル ト

アスフ ァル ト

6 6

6 1

6 8

5 6

6 6

6 9

6 6

7 4

7 0

7 7

8 3

6 1

6 1

6 8

5 7

6 5

6 1

6 1

7 1

7 0

6 5

7 5

(住) 敷地境界線欄の [ ] は 建設作業地点か ら敷地境界線 ま で の距離 を示す 。
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路線名

国道

9 号線

所 在 地

鳥 取 市 湖 山

(鳥取商業高校横)

振 動 測 定 値 ( デ シベル )

5 時 7 時 1 0 時 1 2 時 1 4 時 乍言爾FTす祷｢膠甘爾｢

4 7 4 8 5 0 4 9 5 1 5 1 4 6 L 5 5
4 5 5 1 5 0 4 9 5 0 5 1 4 6 4 8

4 1 4 4 4 9 4 6 5 0 5 1 4 6 4 8

3 8 1 3 9 3 0 1 2 4 3 2 7 2 2 3 3 3 2 3 1 0 1

(8) (1 2) ( 3 1 ) (3 0) (4 6) ( 3 1) ( 2 3) ( 1 9)

ビァ クアノ プ

の設置条件

コ ンク ノ ト

土

土

道路の状況

コ ンク ノ ト

舗装

2 車線

用途区域

住居地域

国道

9 号線

鳥 取 市 松 並 町

( 中 村 石 油 店 前 )

の 境 道
界 路
か 敷

離 ら 地

0 佛 2 9 3 2 3 9 3 6 3 9 4 1 3 2 3 3 士

アス フ ァ ノレ ト

舗装

2 車線

近隣

商業地域

5 れ 2 9 3 2 3 9 3 6 3 9 4 0 3 4 3 3 土

1 0 筋 2 8 3 1 3 9 3 6 3 9 4 0 3 3 3 3 土

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 )

1 5

( 1 )

4 4

( 4 )

1 9 9

(1 2)

2 0 4

( 3 )

2 0 3

( 1 0)

1 9 2

( 1 2)

1 5 7

( 5 )

4 4

( 3 ) /

県道

鳥取鹿野

倉 吉 線

鳥 取 市 吉 海

( 野 坂 川 土 手 )

の 境 道
界 路

か 敷

離 ら 地

0 碗 2 9 4 5 4 9 4 4 4 8 4 7 4 4 4 0 アスフ ァル ト

コ ン ク リ ー ト

舗装

2 車線

住居地域

5 れ 2 7 4 2 4 5 3 5 4 5 4 4 4 2 4 0 アスフ ァノレ ト

1 0 筋 2 5 4 0 4 2 3 8 4 3 4 2 4 0 3 6 土

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 )

2 2

( 1 )

1 7 8

( 4 )

1 3 6

( 7 )

1 2 1

( 3 )

1 5 5

(1 1 )

1 5 5

( 1 1)

2 3 2

(2 3)

6 1

( 0 ) /

市道

火災復興

1 1 号線

鳥 取 市 瓦 町

( 花 見 公 園 )

の 境 道
界 路
か 敷

離 ら 地

0 れ 2 6 4 1 4 2 3 9 4 1 3 9 3 8 3 1 土
アス フ ァ ノレ ト

舗装

車線

商業地域
5 れ 2 6 4 0 4 0 3 6 4 1 3 9 3 6 3 1 土

1 0 爲 2 5 3 9 4 0 3 6 4 0 3 9 3 6 3 0 土

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 ) 3⑩
6 6

( 1 )

8 9

( 0 )

6 4

( 0 )

8 4

( 0 )

7 6

( 0 )

5 1

( 0 )

1 4

( 0 ) /
国道

53号線

鳥 取 市 尚 徳 町

( 鳥 取 市 役 所 横 )

の 境 道
界 路

か 敷

離 ら 地

0 れ 2 8 4 7 4 4 4 8 4 8 4 6 4 5 3 3 アスフ ァル ト ア ス フ ァ ノレ ト

舗 装

4 車線

商業地域5 れ 2 9 4 3 4 1 4 5 4 4 4 3 4 3 3 2 アスフアノレ ト

1 い れ 2 4 4 0 3 9 4 0 4 1 3 9 3 9 2 9 アスフ ァル ト

"[一 . 各 . . = ..--一語÷,テー･
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路線名 所 在 地 l 区＼＼がご＼ 臨鰤月
振 動 測 定 値 ( デ シ ベ ル ) ピン クア ップ

の設置条件
道路の状況 用途区域

5 時 7 時 1 0 時 1 2 時 1 4 時 1 6 時 1 9 時 2 2 時

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 ) 9燧
1 0 1

( 1 6)

2 2 7

( 1 4)

1 8 9

( 1 9)

2 3 2

( 1 8) 総蟷 g'
4 5

( 0 )/

国道

29号線

鳥取市

吉方町一丁 目

(修立小学校前)

の 境 道
界 路
か 敷

離 ら 地

0 れ 3 5 3 8 4 5 4 2 4 3 4 3 3 7 3 7 土

アスフ ァル ト

舗装

2 車線

住居地域
5 れ 3 5 3 7 4 8 3 8 4 1 4 2 3 6 3 5 土

1 0 碗 3 1 3 3 3 9 3 3 3 9 3 7 3 4 3 3 土

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 )

1 4

( 3 )

9 7

( 1 2)

2 8 2

( 1 9)

2 1 1

( 1 4)

2 7 3

(2 3)

3 0 1

(3 0)

2 5 1

( 1 0)

5 8

( 5 )/

国道

53号線

鳥 取 市 吉 成

(富士 自 転車前 )

の 境 道
界 路
か 敷

離 ら 地

0 爲 3 5 4 8 5 2 5 0 4 6 5 0 4 8 4 4 土

アスフ ァル ト

舗装

2 車線

住居地域
5 れ 3 7 4 7 4 9 4 7 4 6 4 9 4 7 4 4 士

1 0 碗 3 6 4 7 4 6 4 6 4 5 4 8 4 5 4 2 土

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 )

2 3

( 3 )

8 7

( 6 )

2 2 6

( 1 1)

1 0 8

( 4 )

1 6 8

( 1 3)

1 0 2

( 6 )

2 0 7

( 4 )

6 3

旧 )/

国道

29号線

鳥 取 市 杉 崎

(興新 自 動車前)

の 境 道
界 略
か 敷

離 ら 地

0 伽 4 0 4 8 5 1 5 0 5 7 5 3 4 9 4 1 コ ンク J ト

コ ンク j -- ト

舗装

2 中線

地 域 外
5 れ 3 6 4 8 5 2 4 9 5 2 5 2 4 7 4 1 コ ンク j ト

1 0 碗 3 6 4 8 5 0 4 8 5 2 5 2 4 6 3 9 コ ンク J ト

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 )

2 4

( 7 )

2 8 8

(2 6)

2 2 5

(3 8)

2 2 2

(2 0)

2 3 6

(2 7)

1 3 1

(1 3)

2 1 0

(1 2)

5 3

( 2 )/
国道

3 1 3号線

倉 吉 市 河 原 町

( み ど り 荘 前

の 境道

距嶽 籔
離 ら 地

0 碗 3 7 4 9 4 7 4 9 4 8 5 1 4 4 3 6 コ ンク リ ト

アスフ ァノレ ト

舗装

2 車線

住居地域
5 翻 3 6 4 9 4 3 4 4 4 7 4 7 4 4 3 6 コ ンク ノ ト

1 0 伽 3 2 4 3 4 0 4 2 4 3 4 4 4 0 3 2 土

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 )

2 2

( 0 )

1 4 1

( 1 5)

1 3 2

( 1 0)

1 0 2

( 9 )

1 3 5

( 1 1 )

1 5 7

( 1 5)

1 1 9

( 9 )

3 3

( 0 )/
国道 倉 吉 市 宮 川 町

0 爲 3 5 4 6 5 0 5 1 5 2 5 2 4 8 4 3 土

5 伽 3 6 4 4 4 8 5 1 5 0 5 1 4 6 4 1 土.“ 倉 吉 市 宮 川 町 羅麗 アスフ ァル ト

1 7 9号線 ( 吉 田 電気店 横 ) 商業地域3 7 4 5 4 8 5 2 5 2 5 1 4 6 4 1 土

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 )

1 5

( 3 )

7 8

( 1 0)

3 4 7

( 2 0)

2 5 3

(1 9)

3 2 9

( 1 4)

2 7 7

(2 6)

2 5 1

( 6 )

9 0

2 i //
国道

1 7 9 号線

倉 吉 市 巖 城

( 合 同 庁 舎 前 )

の 境 道
界 路
か 敷

離 ら 地

0 爲
3 8 4 8 4 6 4 8 4 6 5 0 4 4 3 9 アス ファル ト

アス フ ァル ト

舗装

4 車線

近隣

商業地域

5 れ 3 7 4 6 4 3 4 4 4 4 4 9 4 1 3 7 土

1 0 れ 3 2 4 6 4 3 4 2 4 2 4 4 3 7 4 1 土

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 )

3 1

( 5 )

2 2 7

( 1 7 )

3 6 4

( 2 2)

2 7 1

(2 6 )

2 9 6

( 2 3)

3 9 8

( 3 8)

2 4 9

( 9 )

1 0 5

( 4 )/
国道

1 7 9 号線

倉 吉 市 上 井

( 協 和 生 命 横 )

の 境 道
界 路
か 敷

離 ら 地

0 碗 2 6 4 7 5 2 5 2 5 4 5 4 5 1 4 1 コ ンク j ト

アスフ ァノレ ト

舗装

4 車線

近隣

商業地域

5 筋 3 2 4 5 5 2 5 0 5 1 5 3 5 0 4 2 土

1 0 れ 3 6 4 4 5 2 4 9 5 2 5 3 4 9 4 0 土

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 )

1 2

( 2 )

8 1

( 1 1 )

3 1 0

( 3 1 )

2 5 1

( 1 7)

2 9 7

(3 5)

3 3 9

(4 5)

2 8 8

( 1 9)

1 0 7

( 4 )/

産業道路
米子市両三柳

( 米 川 医 院 横 )

の 境 道

距 嶽 駿
離 ら 地

0 弼 3 6 4 2 4 5 4 2 4 6 4 4 3 5 3 6 土

アスフ ァル ト

舗装

4 車線

準 工 業

地 域

5 れ 4 0 4 6 4 7 4 4 4 9 4 9 3 9 3 6 土

1 0 れ 3 9 4 5 4 7 4 5 4 8 4 8 4 2 3 6 土

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 )

5 7

( 5 )

3 5 7

( 1 6 )

4 5 3

(3 8)

2 9 3

( 1 9)

2 0 9

(2 8)

3 0 7

( 3 2)

3 1 6

( 8 )

1 2 2

( 5 )/
国道

9 号線

米子市 西 福 原

( わ こ う 横 )

の 境 道
界 路
か 敷

離 ら 地

0 仇 4 4 4 7 5 2 5 4 5 6 5 2 4 9 4 7 土

コ ンク j ト

舗装

4 車線

近隣

商業地域

5 爲 5 0 5 2 5 3 5 5 5 5 5 3 4 9 4 9 土

1 0 伽 5 1 5 2 5 5 5 4 5 6 5 6 4 8 4 8 土

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 )

5 9

( 1 4 )

1 8 8

( 1 9)

5 2 7

( 3 9)

4 4 9

(4 0)

5 3 7

(4 3 )

5 4 3

( 3 0)

4 6 6

は 5)

1 5 2

( 1 4)/
国道

9 号線

米 子 市 中 町

( 米子市役所前 )

の 境 道
界 路
か 敷

離 ら 地

0 れ 4 4 4 6 4 9 4 4 4 8 4 7 4 6 4 3 土 アスフ ァル ト

舗装

4 車線

商業地域
5 れ 4 3 4 5 4 7 4 2 4 5 4 5 4 2 4 2 土

1 0 佛 4 0 4 2 4 3 3 8 4 3 4 2 4 0 3 8 土

1 7 9号線 ( 吉 田 電気店 横 ) 難 ら 地 舗装 商業地域

4 車線
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路線名 所 在 地 区 分 ＼》涎定脆
振 動 測 定 値 ( デ ベ ル )

の 設置条件
道路の状況 用途 区域

5 時 7 時 0 時 2 時 4 時 1 6 時 1 9 時 2 2 時

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 )

7 7

( 3 1)

2 4 6

(4 3)

3 9 3

(8 0)

2 9 5

( 3 4)

4 0 7

(4 4) (5 6) (4 2) ( 2 8)/

国道

9 号線

米 子 市 車 尾

( 木 村 石 油 横 )

の 境 道

距鸚
離 ら 地

0 碗 4 6 5 1 5 6 5 3 5 2 5 7 4 8 4 4 ク J ー ト

アスフ ァル ト

舗装

4 車線

隼工業地域
5 れ 4 7 4 9 5 3 5 3 5 2 5 5 4 7 4 2 土

1 0 佛 4 4 5 0 5 2 5 2 5 2 5 3 4 5 4 4 士

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 )

1 1 3

( 1 4)

5 7 3

( 2 4)

4 9 4

(3 5)

3 5 6

(5 2)

4 8 1

く4 4)

5 0 1

(3 7)

3 7 6

( 1 7)

1 3 9

( 1 2)/

国道

1 8 1 号線

米子市 道笑町

(田辺外科医院前)

の 境道
界 路
か 敷

離 ら 地

0 伽 3 9 4 5 4 5 4 7 4 6 4 6 4 7 4 8 土

アスフ ァル ト

舗装

2 車線

近隣

商業地域
5 れ 3 8 4 4 4 2 4 5 4 3 4 4 4 2 4 4 士

1 0 仇 3 4 4 1 4 1 4 4 4 0 4 2 4 0 4 3 土

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 )

6 1

(2 5)

1 7 5

( 1 9)

3 0 8

G 7)

3 3 4

( 1 5)

3 3 5

( 1 6)

3 1 1

( 1 8)

3 2 1

( 1 6)

1 3 5

( 1 1 )/

国道

9 号線

米子市紙園町

(鉄道宿舎入 口 )

の 境 道
界路
か 敷

離 ら 地

0 佛 4 4 5 2 5 8 5 0 5 1 5 3 4 7 5 1 士,

アスフ ァル ト

舗装

2 車線

準工業地域
5 佛 4 0 5 1 5 6 5 0 4 9 5 2 4 5 5 1 土

1 0 れ 4 0 5 0 5 3 4 9 4 6 5 0 4 3 4 8 土

自 動 車 台 数

大 型 車 台 数 )

4 3

( 2 2)

1 6 1

( 3 6)

3 0 2

( 5 6)

2 6 2

(4 8)

3 1 5

(3 2)

2 3 8

(4 2)

3 1 3

(3 0)

1 0 3

(2 8) ‘/

県道

彦名境接

境港市外江町

の 境道
界路
か 敷

離 ら 地

0 爲 3 1 3 2 3 5 3 6 3 5 3 6 3 4 2 8 士

アスフ ァル ト

舗装

2 車線

住居地域
5 れ 2 9 3 7 3 8 3 7 4 0 3 8 3 6 2 6 土

1 0 爲 3 4 4 1 4 0 4 1 4 3 4 2 3 9 3 1 土

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 ) 3q n乙召す
り“ 7 3

( 5

7 7

( 2

6 7

( 3

8 8

( 4

7 7

( 2

1 2

( O /
県道

彦名境糸
境 港 市 湊 町

0 れ 3 8 4 7 5 1 4 9 5 0 5 0 4 1 3 5 ±

5 れ 3 7 4 7 4 9 4 8 4 9 5 0 4 0 3 6 土

) ピッ クア ップ

舅境線 境 港 市 湊 町 績緩か 敷 アスフ ァル ト 近隣

-
の
①
ー

3 6 4 5 4 9 4 7 4 8 4 9 3 0 3 6 土 商業地域

I

(境小学校前)
自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 )

2 3

( 0 )

1 6 8

( 1 3)

1 5 2

( 1 5 )

1 2 2

( 8 )

1 9 6

(1 8)

1 3 4

解 )

7 7

( 6 )

1 9

□ )/
県道

米子境線
境 港 市 中 野 町

の境道

距獺
離 ら地

0 れ 3 3 3 8 4 3 4 0 4 1 4 1 4 4 4 4 土

アスフ ァル ト

舗装

2 車線

第 2 種
住居専用
地 域

5 碗 3 1 3 7 4 3 4 7 4 0 4 1 3 7 4 3 土

1 0 れ 4 0 3 6 4 6 4 6 4 2 4 2 3 9 4 3 土

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 ) 4マハU
3 2

( 2 )

6 9

( 4 )

1 0 6

( 1 )

8 5

( 1 )

1 2 2

( 1 )

6 6

( 1 )

2 3

( 0 )

蹴路 境 港 市上 道 町

の境道
界路
か敷

離 ら 地

0 れ 4 1 4 3 4 6 4 6 4 7 4 6 4 2 4 4 土

アスフ ァル ト

舗装

4 車線

隼 工 業

地 域

｣

5 れ 4 0 3 9 4 6 4 5 4 7 4 6 3 9 4 2 土

1 0 れ 3 9 3 9 4 3 4 3 4 4 4 2 3 8 3 9 土

自 動 車 台 数

( 大 型 車 台 数 ) RUnv
8 5

( 3 )

1 4 4

( 1 9)

9 9

( 4 )

1 4 8

( 1 7)

1 4 9

( 9 )

6 4

( 1 )

2 1

( 0 )

舗装 商業地域

2 車線
(境小学校前) 離 ら 地



第 2 節 振動 の 防止対策

1 振 動 規 制 法 に 基 づ く 規 制

振動 の規制 に つ い て は , 昭和 5 1 年 6 月 に工場振動 , 建設作業振動及 び道路交通振動 を規制

の対象 と す る 振動規制法 が公布 さ れ , 同年 1 2 月 1 日 か ら 施行 さ れ た こ と に 伴 い県 て は 同法 に

基づ く 地域 の指定等を行 う た め , 工場振動等各種の振動実態調査を実施 す る と と も に 5 3 年

1 月 に は , 4 項 目 か ら な る ｢振動規制 に 当 た っ て の基本的事項J に つ い て , 県公害対策審議会

に諮問 し た 。

同審議会 で は , 数回 に わ た り 幹事会並 び に 専門部会を開催 す る な ど審議を重 ね た結果 5 3 年

3 月 , 知事 に答 申 を行 っ た 。月 3 月 , 知事 に答 申 を行 っ た 。

“ は 県 で は , こ の 答 申 に基づ き 5 3 年 6 月 か ら 規制 を行 う こ と に し て お り そ の 概要 は次 の と
お り で あ る 。

( 1 ) 振動規制地域の考え方 に つ い て

振動 を規制 す る 地域 は 住居が集合 し て い る 地域 , 病院又 は学校 の周辺の地域 そ の他 の地

域 で振動 を防止 す る こ と に よ り 住居の生活環境を保全す る 必要が あ る と 認 め ら れ る 次 の地域

が適 当 で あ る 。

( 1 )- 1 都市計画法 (昭和 4 3 年 6 月 1 0 日 法律第 1 Q O 号) に 規定 す る 用途地域 (工業専用

地域 を除 く 。 ) の定 め ら れ て い る 地域 に あ っ て は , 当 該地域 。

( 1 )- 2 用 途地域 の定 め ら れ て い な い地域 に あ っ て は , 住居等の 集合の状況等当 該地域の 土

地利 用 の実態 か ら 住民 の生活環境 を 保全 す る 必要が あ る と 認 め ら れ る 地域

な お 振動公害 は , そ の 性質及 び発生源等 に お い て騒音公害 と 共通性が大 き い の

で , 振動 の規制地域 の指定 に 当 っ て は騒音規制法の 規制地域 と の整合を図 ら れ た い 。

( 2 ) 振動規制 区域の 区分及 ひ時間 区分 と 基準値

( 2 )- 1 工場事業場振動

区域 の 区謝＼~＼監間 の 区分
昼 間

(午前 8 時か ら午後 7 時 ま で)

夜 間

(午後 7 時か ら翌 日 の午前 8 時ま で

第 1 種

区 域

第 1 種住居専用地域 ,
第 2 種住居専用地域 ,
住居地域及 び こ れ ら

に 相 当 す る 地域

6 0 プ㈹ シ ベリレ 5 5 プゞ シ ベ ノレ

第 2 種

区 域

近隣商業地域 , 商業
地域 , 隼工業地域 ,
工業地域及 び こ れ ら

に相 当 す る 地域

6 5 プ“ シ ベ ノレ 6 0 ブ~ シ ベ ル

気 擬! ( 庄 ) 規制対象施没 は ' 振動規制法施行令別表第 M掲 げ る 鍛造機 , プ レ ス 等 2 0 種類 の 施設 o
- 9 0 一



① く い打機 ( も ん け ん
及 び圧入式 く い打機を
除 く 。 ) く い抜機 (油
圧式 く い抜機を除 く 。 )
又 は く い打 く い抜機
(圧入式 く い打 く い抜
機を除 く 。 ) を使用 す
る 作業

7 5 デゞ シベ、′し

を超 え な い こ と

午後 7 時~

午前 7 時

午後 1 0時 ~

午前 6 時

②鋼球を使用 し て建築
物 そ の他の工作物 を破
壊す る作業

7 5 ブ、 シベンレ

を 超 え な い こ と

午後 7 時~

午前 7 時

午後 1 0時 ~

午前 6 時

③舗装板破砕機を使用 す る
作業 (作業地点か連続的に
移動す る 作業に あ っ て は ,
1 日 に お け る 当該作業 に係
る 2 地点間の最大距離が 5
0 メ ー ト ルを超 え な い作業
に限 る 。 )

7 5 デシベル

を超 え な い こ と

午後 7 時~

午前7 時

午後 1 0 時~

午前 6 時

④ブ レ ー カ ー (手持式の も
の を除 く 。 ) を使用 す る 作
業 (作業地点が連続的 に移
動す る 作業 に あ っ て は , 1
日 に お け る 当該作業に係 る
2 地点間の最大距離が 5 0
メ ー ト ル を超え な い作業に
限 る )

7 5 デ' シベノレ

を超 え な い こ と

午後 7 時~

午前 7 時

午後 1 0時~

午前 6 時

適 用 除 外

災害 , 非常の事態, 人の生

命 , 危険防止 , 鉄軌道の正

常連行 , 道路法及ひ道交法

の 占用及 び許可の夜間指定

作 業

時間の

長 さ の

制 限

1 号

区域

1 日 1 0 時間 1 日 1 0 時 間 1 日 1 0 時 間 1 日 1 0 時 間 災害 , 非常の事態 , 人の生

命 , 危険防止

2 号

区域
1 日 1 4 時 間 1 日 1 4 時 間 1 日 1 4 時間 1 日 1 4 時 間

連続 して
作業す る
こ と の で

き る 日 数

止霰 6 日 間以 内 6 日 間以 内 6 日 間以内 6 日 間以 内
災害 , 非常の事態 , 人の生

命 , 危険防止
錫

作業 を禁止

す る 日

日 曜 日 , そ の他 の休 日 日 曜 日 , そ の他の休 日 日 曜 日 , そ の他の休 日 日 曜 日 , そ の他の休 日

災害 非常の事態 人の生命
危険防止 , 鉄軌道の正常連行
電業法の必要作業道路法及び
道交法 占用及び許 可の時そ の

,勝 者 九
" ~道

ル

他鬱休 日 指定



( 2 )- 3 道 路交通振動

弓
　

、、＼＼＼＼＼＼＼＼、、時 間 の 区 分区域 の 区 分

昼 間

午前 8 時 か ら ＼

午後 7 時 ま で ノ

夜 間

午後 7 時か ら 翌 日 ＼

の午前 8 時 ま で ノ

第 1 種 区 域

第 1 種 住居専 用 地域
第 2 種住居専 用 地域
住居地域及 び こ れ ら
に 相 当 す る 地域

6 5 ア" シ ベリレ 6 0 テト シ ベラレ

第 2 種 区 域

近隣商業地域 , 商業
地域 , 隼工業地域 ,
工業地域及 ひ こ れ ら
に 相 当 す る 地域

7 0 デ シ ベル 6 5 ブ" ジベツレ

(住) 区域 の 区分 は , 工場事業場振動 の 区域 区分 と 同一 と す る 。

( 3 ) 学校 , 病院等の 周辺地域 に対 す る 配慮 に つ い て

学校 , 病院等 の 施設 の周辺の 特定工場等の振動 の基準値並 び に道路交通振動 に係 る 要請の

限度値 に つ い て は , 今後必要 に応 じ て強化 す る こ と と す る
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